
令和４年６月改正

警戒レベル 基　　準 発令対象 判断基準の補足資料等 発令者 広報手段

警戒レベル５

① 氾濫開始相当水位に到達した場合
② 堤防に異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそ
れが高まった場合
③ 決壊や越水・溢水の発生若しくは氾濫発生情報（警戒レベル５相当
情報［洪水］）が発表された場合

警戒レベル５

① 氾濫開始相当水位に到達した場合
②洪水警報の危険度分布で「災害切迫（黒）」が出現した場合（流域雨
量指数が実況で大雨特別警報（浸水害）の基準に到達した場合）
③水門等の施設の機能支障が発見された場合や排水機場の運転を
停止せざるをえない場合（支川合流部のため発令対象区域を限定す
る）
④堤防に異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊
のおそれが高まった場合
⑤決壊や越水・溢水が発生した場合

※国、県管理河川以外の市内河川及び水路については、過去の浸水地域と時間降水量等を考慮して各区で巡回を行い避難等に係る判断を行う。

注） ①　本基準は、判断を行うための目安であり、災害状況の推移、予測等を踏まえ柔軟に対応する。

②　災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市長または消防機関に属する者等は

    警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。（災害対策基本法第63条、水防法第21条）

１５　（１）洪水に関する避難情報の発令基準
項　　目

国
直
轄
河
川
の
洪
水

警戒レベル３
高齢者等避難

① 避難判断水位（レベル３水位）に到達し、かつ、上流の水位観測所
の河川水位の上昇や洪水予報の内容、降水短時間予報等により、氾
濫危険水位を超えることが予想される場合。ただし、幸区戸手４丁目の
堤防の川側の地区については、現場の状況から水位が居住地に達す
る見込みがある場合
② 発令基準①が想定される強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け
方に接近・通過することが予想される場合
③ 堤防に軽微な漏水・浸食等が発見された場合

○洪水ハザードマップ又は
県が公表した浸水想定区
域図の浸水想定区域内の

住民

○気象情報
台風情報
川崎市防災気象情報の天気予報
気象庁の予報
気象警報、注意報、特別警報
○多摩川、幸区の鶴見川・矢上川に係る
　洪水予報、水防警報、水害リスクライン及
び水位データ等
○小河内ダム放流通知
○水位観測所状況図（堤防断面図）
○重要水防箇所（多摩川・鶴見川他）
○巡視による現地調査
＊水位情報は各基準水位観測所の水位で
あり、当該水位情報を基に当該洪水予報
区間の重要水防箇所Ａ、Ｂや想定浸水深
が50cm以上の地点を重点に現場の状況を
確認して判断する。

○市長
（災害対策基本法
　第60条、
　水防法第29条）
○区長、消防局長、
　消防署長
（川崎市地域防災計画
風水害対策編）
避難指示の必要がある
と認め、市長（市本部
長）に要請するいとまの
ないときは、補助執行
機関として避難指示を
市長に代わり実施し、
事後速やかに市長に報
告する。

県
管
理
河
川
の
洪
水

○同報系防災行政無線による放送
○区の広報車、消防車両からの放送
○自主防災組織、町内会長等による伝
達
○ホームページ
○防災気象情報メール、ツイッター
○テレビ、ラジオ
○Lアラート配信
○緊急速報メール

警戒レベル４ 避難指示

① 氾濫危険水位（レベル４水位）に到達した場合、水位予測に基づき
急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上
昇が見込まれる場合又は氾濫開始相当水位に到達することが予想さ
れる場合。ただし、幸区戸手４丁目の堤防の川側の地区については、
現場の状況から水位が居住地に達する見込みがある場合
② 発令基準①が想定される強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が
困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（暴風警報
の発表後速やかに発令）
③ 発令基準①が想定される強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け
方に接近・通過することが予想される場合。
④ 堤防に異常な漏水・浸食等が発見された場合

上記のほか、
○同報系防災行政無線によるサイレン

緊急安全確保

○気象情報
台風情報
川崎市防災気象情報の天気予報
気象庁の予報
気象警報、注意報、特別警報
○鶴見川（麻生区）、矢上川、有馬川、麻生
川、真光寺川、三沢川、五反田川、二ヶ領
本川、平瀬川、平瀬川支川に係る水防警
報及び水位データ等
○巡視による現地調査
＊水位情報は各水位観測所の水位であ
り、当該水位を基に当該河川の重要水防
箇所Ａ、Ｂや想定浸水深が50cm以上の地
点を重点に現場の状況を確認して判断す
る。

○同報系防災行政無線による放送
○区の広報車、消防車両からの放送
○自主防災組織、町内会長等による伝
達
○ホームページ
○防災気象情報メール、ツイッター
○テレビ、ラジオ
○Lアラート配信
○緊急速報メール

警戒レベル４ 避難指示

① 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）に到達した場
合、又は到達する前であっても、急激な水位上昇により氾濫するおそ
れがある場合
② 発令基準①が想定される強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が
困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（暴風警報
の発表後速やかに発令）
③ 発令基準①が想定される強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け
方に接近・通過することが予想される場合
④ 堤防に異常な漏水・浸食等が発見された場合 上記のほか、

○同報系防災行政無線によるサイレン

警戒レベル３
高齢者等避難

① 避難判断水位（レベル３水位）に到達し、かつ、上流の水位観測所
の河川水位の上昇や洪水予報の内容、降水短時間予報等により、氾
濫するおそれがある場合。
② 発令基準①が想定される強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け
方に接近・通過することが予想される場合。
③ 堤防に軽微な漏水・浸食等が発見された場合。

○洪水ハザードマップ又は
県が公表した浸水想定区
域図の浸水想定区域内の

住民

緊急安全確保



令和４年６月改正

警戒レベル 基　　準 発令対象 判断基準の補足資料等 発令者 広報手段

警戒レベル３

① 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）が発表
され、かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報で大雨警報の土壌雨量指
数基準を超過し、さらに降雨が継続し、土砂災害警戒情報（警戒レベ
ル４相当情報［土砂災害］）の発表が見込まれる場合
② 強い降雨を伴う台風の接近・通過により、横浜地方気象台による気
象経過予想において、夜遅くから明け方にかけて大雨注意報が大雨
警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）に切り替わるこ
とが見込まれている場合

○土砂災害警戒区域内
の住民

○気象情報
台風情報
川崎市防災気象情報の天気予報
気象庁の予報
気象警報、注意報、特別警報
○雨量
川崎市防災気象情報の雨量観測情報
○地域のリスク情報
土砂災害ハザードマップ
○土壌雨量指数
○気象庁の土砂災害警戒判定メッシュ情
報、レーダー・ナウキャスト
○国土交通省防災情報提供センター
○神奈川県土砂災害情報システムの情報

○同報系防災行政無線による放送
○区の広報車、消防車両からの放送
○自主防災組織、町内会長等による伝
達
○ホームページ
○防災気象情報メール、ツイッター
○テレビ、ラジオ
○Lアラート配信
○緊急速報メール

警戒レベル５

① 大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報[土砂災害]）が
発表された場合
②土砂災害の危険度分布で「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当情報
【土砂災害】）となった場合
③土砂災害の発生を確認した場合

○土砂災害警戒メッシュ情
報で実況で土砂災害警戒
情報判定基準を超過の地
域を含む区の区内すべて
の土砂災害警戒区域内の
住民

○土砂災害の発生地点周
辺で被害発生のおそれが
ある又は被害を受けた地
区の住民

注） ①　本基準は、判断を行うための目安であり、災害状況の推移、予測等を踏まえ柔軟に対応する。
②　災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市長または消防機関に属する者等は
    警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。（災害対策基本法第63条、水防法第21条）

避難指示

① 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］）が発表さ
れた時
② 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）が発表
されている状況で、川崎市内で1時間に100ｍｍを超える猛烈な雨が観
測された場合
③ 発令基準①、②が想定される強い降雨を伴う台風等が、立退き避
難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（暴風
警報の発表後速やかに発令）
④ 発令基準①、②が想定される強い降雨を伴う台風等が、夜間から
明け方に接近・通過することが予想される場合
⑤ 崖崩れの前兆現象が発見された場合

○土砂災害警戒メッシュ情
報で土砂災害警戒情報（警
戒レベル４相当情報［土砂
災害］）の判定基準を超
過、又は超過見込みの地
域を含む区の区内すべて
の土砂災害警戒区域内の
住民

○大規模な開発行為等を
行っている現場に隣接して
いる住宅等や過去に土砂
災害が発生した後に特に
対策を行っていない場所、
その他の土砂災害の発生
地点周辺で被害発生のお
それがある又は被害を受
けた地区の住民

１５　（２）土砂災害に関する避難情報の発令基準
項　　目

崖
崩
れ

高齢者等避難

○市長
（災害対策基本法
　第60条）
○区長、消防局長、
　消防署長
（川崎市地域防災計画
風水害対策編）
避難指示の必要がある
と認め、市長（市本部
長）に要請するいとまの
ないときは、補助執行
機関として避難指示を
市長に代わり実施し、
事後速やかに市長に報
告する。

警戒レベル４

上記に加え、
○土砂災害警戒情報
○記録的短時間大雨情報
○巡視による現地調査
（大規模開発行為等を行っている現場付
近、急傾斜地崩壊危険区域のうち防災対
策工事が未着手の箇所、過去に土砂災害
が発生し対策が行われていない場所、その
他の巡視が必要と認められる場所）
崖崩れの前兆現象
　・斜面(擁壁)の亀裂
　・ガリー(掘れ溝)侵食の発生
　・湧水の発生、増減、濁り等の変化
　・浮石の落下、樹木等の揺れ
　・斜面(擁壁)からの異音
　・斜面(擁壁)のふくらみ
　・小崩壊の断続的発生等

上記のほか、
○同報系防災行政無線によるサイレン

緊急安全確保



令和４年６月改正

警戒レベル 基　　準 発令対象 判断基準の補足資料等 発令者 広報手段

警戒レベル３

①高潮注意報の発表において警報に切り替える可能性が高い旨に言
及された場合（数時間先に高潮警報が発表される状況の時に発表）
②発令基準①が想定される強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け
方に接近・通過することが予想される場合
③「伊勢湾台風」級の台風が接近し、上陸２４時間前に、気象庁から、
特別警報発表の可能性がある旨、府県気象情報や記者会見等により
周知された場合

○同報系防災行政無線による放送
○区の広報車、消防車両からの放送
○自主防災組織、町内会長等による伝
達
○ホームページ
○防災気象情報メール、ツイッター
○テレビ、ラジオ
○Lアラート配信
○緊急速報メール

警戒レベル４

①高潮警報（警戒レベル４相当情報[高潮]）又は高潮特別警報（警戒
レベル４相当情報[高潮]）が発表された場合
②発令基準①が想定される強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け
方に接近・通過することが予想される場合（高潮注意報が発表され、当
該注意報において、夜間～翌日早朝までに警報に切り替える可能性
が高い旨言及される場合など）

警戒レベル５

①水門、陸こう等の異常が確認された場合
②海岸堤防等が倒壊した場合
③異常な越波・越流が発生した場合
④高潮氾濫の発生を確認した場合、若しくは高潮氾濫発生情報が発
表された場合

注） ①　本基準は、判断を行うための目安であり、災害状況の推移、予測等を踏まえ柔軟に対応する。
②　災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市長または消防機関に属する者等は
    警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。（災害対策基本法第63条、水防法第21条）

高
潮
災
害

高齢者等避難

○神奈川県が指定した高
潮浸水想定区域内の住民
等

○気象情報
台風情報
川崎市防災気象情報の天気予報
気象庁の予報
気象警報、注意報、特別警報
○地域のリスク情報
高潮浸水想定区域図（神奈川県）

○市長
（災害対策基本法
　第60条）
○区長、消防局長、
　消防署長
（川崎市地域防災計
画風水害対策編）
避難指示の必要があ
ると認め、市長（市本
部長）に要請するいと
まのないときは、補助
執行機関として避難
指示を市長に代わり
実施し、事後速やか
に市長に報告する。

避難指示

上記のほか、
○同報系防災行政無線によるサイレン

緊急安全確保

１５　（３）高潮災害に関する避難情報の発令基準
項　　目


